
地域医療提供体制復興のロードマップ 

 
期間の

目安 
被災地域の医療システム 医療機関の状況 住民（避難者） 医療費等の取扱 

地域医療機関 

への支援策等 

医療機関の被災状況を勘案した地域別の移行目安 

陸前

高田 

大船

渡 
釜石 大槌 山田 宮古 

フェイズ１ 

避難所と中心とした

医療救護 

 

 

 

 

 

 

 

発災後 

3か月 

程度 

  ①地域医療機関の多くが

被災し、早期復旧が困難 

②医療従事者の人的損失 

③地域の中核的医療機関

の機能低下 

 

⇒ 災害医療支援チームに

よる避難者への救護医療の

提供（避難所及び巡回診

療） 

①多くの被災者が住居を

失い、避難所で寝泊まりす

る避難者が多数 

②ライフラインが復旧せ

ず、水や食料を求めて避難

所に通所する在宅避難者

が多数 

①災害医療支援チームに

よる救護医療は、災害救

助法適用⇒日当、経費、

薬剤料等負担により無償 

 

 

①災害医療支援チーム

派遣による応急的な代

診 

②地域医療提供に必要

な医薬材料の調達 

③重症患者等の被災地

外への移送 

④地域の中核医療機関

への医師等の派遣など

の人的支援 

      

フェイズ２ 

仮設診療所及び地

域医療機関による

医療提供 

 

 

 

 

 

概ね 

３カ月～ 

2,3年 

 ①地域医療機関の再開に

よる保険診療の開始 

②救護医療チームの縮

小・撤退 

③仮設診療所設置 

④遠隔医療を活用した専

門診療の支援 

 

⇒ 仮設診療所の設置と地

域医療機関を中心にした医

療の提供 

①避難所の解消 

②仮設住宅の設置 

③コミュニティバス等の

住民の足の確保 

④コミュニティの構築、見

守りや心のケア、健康維持

の仕組みづくり 

 

①地域医療機関による保

険診療への移行 

 

②地域医療機関における

保険診療は、被災の程度

により、Ｈ24．２月末ま

で窓口での一部負担金の

支払いが免除 

①仮設診療所設置や被

災施設普及支援（施

設・設備整備支援） 

②地域の中核病院等の

診療機能回復に向けた

支援（医療スタッフ派

遣、専門診療科の遠隔

支援、施設設備復旧支

援等） 

      

フェイズ３ 

地域医療機関によ

る通常医療の提供 

概ね 

2,3年 

以降 

 ①地域医療機関の相当数

が診療再開 

②地域の中核病院が機能

を回復 

③地域医療機関の機能分

担と連携による医療機能

の確保 

 

⇒ 新しいまちづくりに対応し

た医療機関の復興 

①仮設住宅の入居または

解消 

②新たなまちづくりに対

応した居住環境の整備 

①通常の保険診療への移

行 

① 地域医療を担う民

間病院や診療所の復興

支援（施設設備等整備

支援） 

② 地域の中核的病院

の医療機能の維持のた

めの支援（医療スタッ

フ派遣、確保、施設設

備等の充実等） 

      

派遣医療チーム

による支援 

地域医療機関に
よる医療提供（仮
設診療所又は再
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災害医療支援
チームによる
医療救護の提
供（避難所へ
の医療提供及
び 巡 回 診 療 
最多で 58チー
ム（4/2）） 

 
医療機関へ
の支援 
・岩手 JMAT 
・全国医学部
長病院長会
議等 

・仮設診療所
設置 
・被災医療機
関の修繕、
機能回復、
移転新築等 



 


